
新
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
編
集
し
ま
し
た
議
会
だ

よ
り
第
49
号
の
発
刊
で
す
。
市
民
と
議
会
を
結

ぶ
ツ
ー
ル
と
し
て
、
こ
の
議
会
だ
よ
り
の
ほ
か
、

本
会
議
ラ
イ
ブ
中
継
が
市
施
設
４
カ
所
で
視
聴

で
き
、
ま
た
パ
ソ
コ
ン
で
本
会
議
の
録
画
放
映

が
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

議
会
と
市
民
を
つ
な
ぐ
広
報
紙
と
し
て
さ
ら
な
る
充
実
を
図
り
、

発
信
力
を
高
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長　
来
栖　
丈
治

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

　
本
会
議
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
、

議
会
で
の
議
員
の
発
言
や
、
市
長
の
考
え
な
ど
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
６
日
（
火
）
か
ら
開
会
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。　電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.ibaraki.jp

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（2月1日〜4月30日まで）

●
２
月
●

３
日　

石
岡
地
方
斎
場
組
合
議
会
定
例
会

６
日　

新
治
地
方
広
域
事
務
組
合
議
会
定
例
会

７
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　

第
２
回
臨
時
会

９
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

全
員
協
議
会

15
日　

土
浦
・
か
す
み
が
う
ら
土
地
区
画
整
理

　
　
　
　

一
部
事
務
組
合
第
１
回
定
例
会

　
　
　

茨
城
県
南
市
議
会
議
長
会
定
例
会

17
日　

霞
台
厚
生
施
設
組
合
議
会
定
例
会

20
日　

湖
北
環
境
衛
生
組
合
議
会
定
例
会

23
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

全
員
協
議
会

●
３
月
●

２
日
〜
22
日

　
　
　

平
成
29
年
第
１
回
定
例
会

２
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

全
員
協
議
会

８
日
〜
９
日

　
　
　

平
成
29
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

13
日
〜
14
日

　
　
　

平
成
29
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

22
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

全
員
協
議
会

●
４
月
●

19
日　

文
教
厚
生
委
員
会

20
日　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会
定
例
会

21
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

25
日
〜
26
日

　
　
　

関
東
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会

27
日　

市
町
村
長
・
市
町
村
議
会
議
長
会
議

28
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

豆辞典 所管事務の調査所管事務の調査とはとは？？
　常
任
委
員
会
は
、
そ
の
部
門
に
属
す
る
市
の

事
務
に
関
し
て
調
査
を
行
う
権
限
を
持
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
議
会
運
営
委
員
会
は
、
議
会
の

運
営
等
に
関
し
て
調
査
を
行
う
権
限
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　こ
の
権
限
に
基
づ
い
て
行
う
調
査
を
所
管
事

務
の
調
査
と
い
い
ま
す
。

　所
管
事
務
の
調
査
権
は
、
市
か
ら
提
案
さ
れ

た
予
算
案
や
条
例
案
な
ど
の
議
案
の
審
査
と
は

違
い
、
常
任
委
員
会
が
自
主
的
に
テ
ー
マ
を
設

定
し
、
調
査
を
行
う
も
の
で
す
。

　所
管
事
務
の
調
査
は
、
常
任
委
員
会
及
び
議

会
運
営
委
員
会
の
権
限
で
あ
る
の
で
、
委
員
会

の
自
主
的
な
決
定
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
本

会
議
の
干
渉
を
受
け
ま
せ
ん
。

　し
か
し
、
経
費
の
関
係
や
議
会
の
全
体
的
な

運
営
と
の
調
整
な
ど
の
理
由
か
ら
、
調
査
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
目
的

な
ど
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

（
参
考
　地
方
議
会
運
営
辞
典
）


